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「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」」に対する 

パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 

凡例 

本「「自己資本比率規制（第１の柱・第３の柱）に関する告示の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁

の考え方」においては、以下の略称を用いています。 

正 式 名 称 略 称 

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準（平成十八年金融庁告示第十九号） 

銀行１柱告示 

銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別

に定める事項（平成二十六年金融庁告示第七号） 

銀行３柱告示 
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

１ 銀行１柱告示 

第76条の５第２

項 

（LTA の適用要件） 

LTA を適用する場合の適用要件について具体的に例

示をお願いいたします。 

(1)「十分かつ頻繁」とはどのような頻度を指してい

ますか。 

(2)「独立した第三者」とは具体的にはどのような組

織を指していますか。 

例えば、信託会社等が運用資産の管理を十分かつ頻

繁に基準価格の算出を行っているファンドに関し

て、ファンドの明細を運用会社から取得する場合も

この要件を満たすと考えてよろしいでしょうか。 

(3)決算の都度、監査法人による監査が行われていれ

ば、当要件は満たされると考えてよろしいでしょう

か。 

(4)なお、新規に購入したファンドで監査を受けるこ

とが定められている場合、決算時点で監査を受けて

いなくても LTA の要件を満たしていると考えてよろ

しいでしょうか。 

(5)裏付けとなる資産の明細情報については、その都

度独立した第三者により検証されていなくても当要

件を満たすと考えてよろしいでしょうか。 

(1)「十分かつ頻繁」の「頻繁」は、市場性ファンド

の場合、投資家である金融機関の自己資本比率の算

出・公表以上の頻度を意味します。ただし、非市場性

ファンドの場合は、①少なくとも年１回以上、第三

者検証（会計監査も可）を受けた裏付けとなる資産

等の明細情報を取得し、②期中の個々の投資活動に

係る情報を適時に確認することにより継続的に資産

構成を把握し、適切にファンドをモニタリングでき

る態勢が整っている場合は、ルック・スルー適用要

件を充足するものとみなすことも可能です。 

※１ 当該ファンドが市場性ファンドに該当するか否かは、投資

対象商品の市場流動性や基準価額（又は純資産価値）が算

出される頻度を踏まえて判別ください。

(2)銀行１柱告示第 76 条の５第２項第２号（第 167

条第２項第２号も同旨）に規定する第三者検証要件

は、独立した立場で業務を行う異なる二者の間で、

確認・検証・照合作業等（※２）が行われていること

により、ファンドの裏付けとなる資産等の明細情報

の適切性が確保されている場合に充足しているもの

として取り扱うことができると考えられます。 

従って、「独立した第三者」の具体的な主体は、金融

機関が当該ファンドの裏付けとなる資産等の明細情

報を誰から受領するか等の状況によって異なり、ケ
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

ースに応じて、運用会社、信託会社、アドミニストレ

ーター等が該当しうるものと考えられます。 

ただし、非市場性ファンドの場合に、このような確

認・検証・照合作業等が行われていない場合であっ

ても、上記（1）①、②をもって、ルック・スルー適

用要件を充足するものとみなすことも可能です。 

※２ 例えば、運用会社と信託会社等の間で、基準価額又は純資

産価値の照合が行われており、適切性が疑われる場合には

原因究明を通じて適切性を確保する運用が行われている場

合 

(3)市場性ファンドについては、上記(1)、(2)のとお

り、投資家である金融機関の自己資本比率の算出・

公表以上の頻度で取得する明細情報について、当該

明細情報の適切性が確保されていることを確認くだ

さい。 

また、非市場性ファンドにおいては、当該ファンド

が決算期における監査法人による監査を受けている

ことのみをもってルック・スルー要件を充足してい

るとすることはできません。ただし、非市場性ファ

ンドにおいて、上記（1）①、②の観点に沿って判断

する際に、監査法人による監査が行われていること

を判断材料の一つとして利用することを否定するも

のではありません。 
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

(4)金融機関の自己資本比率算出時点で、第三者検証

要件を充足した明細情報を入手できていない場合に

は、原則、ルック・スルー方式を適用することはでき

ません。一方で、非市場性ファンドにおいて、ファン

ド自体の決算時点の監査を受ける前の段階でも、上

記（1）①、②に該当し、継続的に資産構成を把握し

適切にファンドをモニタリングできる態勢が整って

いる場合は、ルック・スルー適用要件を充足すると

みなせるケースもあると考えられます。要件充足の

有無を判断するに当たっては、各金融機関で適切な

基準を定めた上で判断することが期待されます。 

(5)上記(1)、(2)に沿ってご判断ください。 
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

２ 銀行１柱告示 

第 76条の５第２

項、第４項、第５

項 

（第三者により判定されたリスク・ウェイトの使用）

第三者により判定されたリスク・ウェイトを使用す

る場合の具体的な例示をお願いいたします。 

現状、標準的手法採用行の多くはファンドのリスク・

ウェイト判定に際して、資産運用会社が作成したリ

スク・アセット表という裏付資産の商品毎の明細表

を基にリスク・ウェイトを定めています。 

(1)第４項に定める第三者には資産運用会社も含ま

れるという理解でよろしいでしょうか。第２項に定

める「独立した第三者」とは別と考えてよろしいで

しょうか。 

(2)もし、この理解が正しいのであれば第４項の表現

を「標準的手法採用行以外の第三者」と改めていた

だいた方が、主旨が明確になると考えます。 

(3)また、第三者により判定されたリスク・ウェイト

を使用する場合であっても、第２項第１号に定める

ように「十分かつ頻繁に」裏付資産の情報を取得し

ていれば、リスク・ウェイトの 1.2 倍は不要と考え

てよろしいでしょうか。 

(1)銀行１柱告示第 76 条の５第４項（第 167 条第５

項も同旨）の「第三者」として、当該ファンドの資産

運用会社が該当する場合もあると考えられます。同

条第２項第２号の「独立した第三者」と同一の者で

あることを要請しているわけではありません。 

(2)貴重なご意見ありがとうございます。ご理解のと

おり、第４項の第三者とは「リスク・ウェイトを判定

する主体として金融機関以外の者」を指すものにな

りますので、ご指摘のリスク・アセット表を作成し

ている資産運用会社も該当し得ます。一方で、第２

項の「独立した第三者」は、「金融機関が取得した裏

付けとなる資産等のエクスポージャーに関する情報

の正確性確保に寄与している独立した立場で業務を

行う者」を指します（例えば、運用会社から明細を受

領する場合は、運用会社と独立した信託会社が該当

し得ます。）。そのため、コメントをいただいたとお

りに改めたとしても、必ずしも上記の理解の明確化

にはつながらないと考えますので、原案のとおりと

いたします。 

(3)第三者により判定されたリスク・ウェイトを使用

する場合に、「十分かつ頻繁に」裏付けとなる資産等

の情報を取得していることのみをもって、リスク・

ウェイトの 1.2 倍を不要とすることはできません。 
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

３ 銀行１柱告示 

第 76 条の５第

１項、第 167 条

第１項 

上場投資信託（ETF）、上場投資証券（ETN）など、証

券取引所に上場しているものについては、上場会社

株式への投資とみなして、リスク・ウェイトのみな

し計算（告示第 76 条の５、第 167 条）の対象とはせ

ずに上場株式と同様に取り扱うことも可能という理

解で良いでしょうか。 

今回の告示改正は、上場投資信託等について、従前

より「自己資本規制に関する Q＆A」等で示している

取扱いを否定するものではありません。 

４ 銀行１柱告示 

第 76条の５第１

項、第 167 条第

１項 

上場不動産信託（J-REIT）や非上場の不動産投資信

託については、不動産会社への株式投資とみなして、

非上場株式と同様に取り扱うことも可能という理解

で良いでしょうか。 

また、仮に、不動産投資信託がリスク・ウェイトのみ

なし計算（告示第 76条の５、第 167 条）の対象であ

る場合において、 

・不動産投資信託にルック・スルー方式を適用する

場合は、土地・建物等の個別明細は不要であり、土

地・建物等の資産計上額が把握できれば良いでしょ

うか。 

・借地権等の無形固定資産がある場合は、分子の自

己資本の計算に反映させ、その分はレバレッジの計

算に反映させないという取扱いで良いでしょうか。 

今回の告示改正は、上場不動産信託(J-REIT)、非上

場の不動産投資信託について、従前より「自己資本

規制に関する Q＆A」等で示している取扱いを否定す

るものではありません。 

ルック・スルー方式を適用する場合、当該ファンド

の裏付けとなる資産等の明細情報を取得し、エクス

ポージャーの詳細を把握する必要があります。 

また、ルック・スルー方式を適用した場合の裏付け

となる資産等に、当該金融機関の資本の調整項目に

該当する資産が含まれる場合、当該金融機関が直接

に保有する場合の当該資産と同様の取扱いとなりま

す。 

５ 銀行１柱告示 

第 76条の５第４

ファンドの運用会社等の第三者がリスク・ウェイト

の判定を行う場合、運用会社等の判断により裏付け

※ ここでは、ファンド A がファンド B に投資している場合に

おけるファンド Aを「上位の階層」、ファンド Bを「下位の
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

項、第５項、第

167 条第５項、第

６項 

となる資産等の全部又は一部についてマンデート方

式を適用することはできず、ファンド・オブ・ファン

ズの下位の階層のファンドを含めて、全ての裏付け

となる個々の資産及び取引の明細に基づきルック・

スルー方式を適用してリスク・ウェイトの判定を行

わなければならないのでしょうか。 

階層」と表現します。 

第三者によるリスク・ウェイト判定は、ルック・スル

ー方式の一つの様態です。ルック・スルー方式以外

の計算方式において、第三者がリスク・ウェイト判

定を行うことはできません。 

銀行が直接投資しているファンド及び当該ファンド

よりも下位の階層に位置付けられるファンドの保有

する個々の資産・取引のうち、第三者が銀行１柱告

示第 76 条の５第４項（銀行１柱告示第 167 条第５

項）の規定を満たす形で明細情報を取得できている

部分については、当該第三者により判定されたリス

ク・ウェイトを利用することが可能です。 

６ 銀行１柱告示 

第 167条第５項、

第６項 

内部格付手法採用行が第三者により判定されたリス

ク・ウェイトを適用して信用リスク・アセットの総

額を算出する場合について、標準的手法と同様に株

式のショート・ポジションは信用リスク・アセット

の計算に考慮しないという理解で良いでしょうか。 

ご指摘の場合、銀行１柱告示第 166 条第６項により、

現物資産のショート・ポジションは、ロング・ポジシ

ョンとみなして、信用リスク・アセットの計算に含

めることになります。 

７ 銀行１柱告示 

第 76条の５第６

項、第７項、第

167 条第７項、第

８項 

目論見書等に記載されている投資方針において、デ

リバティブ取引の利用の可能性がある場合であっ

て、デリバティブ取引の想定元本額（の上限）を把握

することができない場合には、マンデート方式を適

用できないという理解で良いでしょうか。 

マンデート方式を適用するためには、各金融機関に

おいて、目論見書等に記載されている投資方針等か

ら有効なマンデート情報の有無を判断するための適

切な基準を設けた上で、マンデート方式の適用可否

を判断してください。その上でマンデート方式を適

用する場合には、このマンデート情報からデリバテ
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

ィブ取引の想定元本額の上限を把握することが必要

です。 

※ マンデートの範囲の考え方については、Q&A 第

76 条の５-Q7、第 167条-Q10 もご参照ください。

８ 銀行１柱告示 

第 76条の５第６

項、第７項、第

167 条第７項、第

８項 

投資信託・仕組債等に内包されているデリバティブ

取引の時価や取引条件の詳細が開示されていない場

合は、再構築コストを取引スキームから推定される

想定元本額とし、アドオン部分は当該想定元本額に

最も保守的な掛目を乗じることにより計算すること

で問題ないでしょうか。 

マンデート方式を適用する場合に、ファンドの裏付

けとなる資産等に含まれる派生商品取引のカウンタ

ーパーティ信用リスクのエクスポージャーについ

て、カレント・エクスポージャー方式を適用するに

当たって再構築コストが不明なときには、想定元本

の額で代替する必要があります。 

また、アドオンの額を算出するに当たっては、アド

オンの掛目が不明なときには、想定される最も保守

的な掛目を使用する必要があります。 

９ 銀行１柱告示 

第 76条の５第８

項、第 167 条第

９項 

ファンドの負債が手数料等の少額の未払金のみの場

合は、レバレッジを考慮しない取扱いも許容される

のでしょうか。 

（マンデート方式を適用しようとする場合、手数料

等の少額の未払金等まで厳密に想定してレバレッジ

を計算するのは困難と思われます。） 

負債が少額である場合であっても、レバレッジ調整

を行わない場合、リスク・ウェイトが不適切に軽減

されてしまうため、少額であることをもって、未払

金等のレバレッジを考慮しない取扱いは許容されま

せん。 

※ レバレッジの考慮については、今回公表させてい

ただきました Q&A 第 76 条の５-Q2、第 167 条-Q2

もご参照ください。 
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10 銀行３柱告示 

別紙様式第二号 

（別紙様式第二号・第一面）OV1 の注記ｓに「ただし、

ロ欄及びニ欄の「前期末」が平成三十一年三月三十

一日前となる場合には、当該欄は記載することを要

しない。」とありますが、前期末において「複数の資

産及び取引を裏付けとするエクスポージャー」と「信

用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエク

スポージャー」の行に集計していたものは、どこに

開示すればいいですか。 

特に記載されていないための確認です。

銀行３柱告示別紙様式第二号第一面の「前期末」、第

四号第一面の「前中間期末」、第八号第一面の「前四

半期末」の末日が平成 31 年３月 31 日より前の日付

となる場合は、当該期末（平成 31 年３月 31 日より

前の期末）の計数は、従前の項目「複数の資産及び取

引を裏付けとするエクスポージャー」、「信用リスク・

アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャ

ー」の項を追加の上、当該期末に計上した金額を開

示ください。 

※ ご意見を踏まえ、銀行３柱告示別紙様式第二号第

一面、第四号第一面、第八号第一面の注に上記の

内容を追記します。 

11 銀行３柱告示 

別紙様式第二号

及び第四号 

2019 年３月末時点では、今回改正されます項目のリ

スク・アセット額及び所要自己資本額に関しまして

は、前期末及び前四半期末の計算がなされておらず、

別紙様式第 2 号及び第 4 号の該当箇所にリスク・ア

セット額及び所要自己資本額の記載することは不要

という理解でよろしいでしょうか。 

平成 31 年３月末時点では、別紙様式第二号第一面

（OV1）の前期末基準（平成 30 年３月末基準）には、

今回改正により追加される項目「リスク・ウェイト

のみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計

算（ルック・スルー方式）」等での計上は、不要です。

当該前期末基準には、従前の項目「複数の資産及び

取引を裏付けとするエクスポージャー」、「信用リス

ク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポー

ジャー」の項を表に追加の上、当該期末（平成 30 年

３月末基準）に計上した金額を開示ください。 

別紙様式第四号第一面（OV1）についても同様です。
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※ ご意見を踏まえ、銀行３柱告示別紙様式第二号

第一面、第四号第一面、第八号第一面の注に上

記の内容を追記します。 

12 銀行１柱告示 

第 152 条第１号

イ、第２号イ 

(1)「第百六十七条第十項の規定により算出される信

用リスク・アセットの額、・・・に一・〇六を乗じて

得た額並びに第百六十七条（第十項を除く。）の規定

が適用されるエクスポージャー、・・・」とされてい

ますが、蓋然性方式のみがスケーリング・ファクタ

ー（1.06 倍）の対象となってしまいます。ここは、

「第百六十七条（第十項を除く。）の規定により算出

される信用リスク・アセットの額、・・・に一・〇六

を乗じて得た額並びに第百六十七条第十項の規定が

適用されるエクスポージャー、・・・」ではないでし

ょうか。 

(2)なお、告示第 167 条第５項に基づき、内部格付手

法採用行が、標準的手法により信用リスク・アセッ

トの計算を部分についても、スケーリング・ファク

ターの対象（1.06倍）という理解で良いでしょうか？

(1)ルック・スルー方式及びマンデート方式について

は、裏付けとなる資産等の個々のエクスポージャー

の信用リスク・アセット額の計算について、銀行１

柱告示第 152 条を準用する際に、スケーリング・フ

ァクターが考慮されるため、公表案のとおりで相違

ありません。 

(2)銀行１柱告示第 167 条第５項、第６項の規定によ

り、株式等エクスポージャー、証券化エクスポージ

ャー以外のエクスポージャーについて、内部格付手

法採用行が標準的手法により信用リスク・アセット

額を算出する部分は、スケーリング・ファクターの

対象外（1.06 倍は必要ない）となります。 

また、証券化商品の資本賦課枠組みの見直しに関す

る自己資本比率規制告示の一部改正（平成 31 年３月

31 日適用）により、証券化エクスポージャー（外部

格付準拠方式により信用リスク・アセット額を計測

する部分）についても、スケーリング・ファクター対

象外となります。 

13 銀行１柱告示 

第 76条の５第６

蓋然性方式を適用しようとする場合も、目論見書や

約款などに記載されている資産運用基準等に基づき

蓋然性方式の適用する場合の基本的な考え方につい

ては、Q&A 第 76 条の５ Q9、第 167 条-Q12 をご参考
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

項、第７項、第９

項、第 167 条第

７項、第８項、第

10 項 

検討を行うものと考えられますが、マンデート方式

を適用できる場合との相違点について、金融機関間

での適用のバラつきを小さくするため、Q&A等で基本

的な考え方をお示し頂くことが必要ではないでしょ

うか。（例えば、マンデート方式を適用するには、資

産運用基準が明示されているだけでなく、基準日時

点での資産等を実際に保有する事業体の総資産の

額・純資産の額やオフバランス取引の与信相当額の

計算に必要な情報が必要ということでしょうか。） 

ください。 

14 銀行１柱告示 

第 167 条第５項 

国際合意では、内部格付手法による信用リスク・ア

セットの計算が実行可能ではないときに、標準的手

法のリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセッ

トの計算を行うこととされています。第５項では「第

三者により判定されたリスク・ウェイト」を用いる

ことを認めていますが、銀行自らが裏付けとなる資

産等のエクスポージャーに関する情報に基づき標準

的手法のリスク・ウェイトにより計算することにつ

いての定めがないのは、意図的なものでしょうか。 

当該ファンドの投資対象となるような債務者に対し

て直接の貸出取引がなく外部格付も付与されていな

い場合など、内部格付手法採用行が裏付けとなる資

産等について、内部格付手法に基づく適切な信用リ

スク・アセットの算出が困難であり、算出の信頼性

の確保ができない場合は、当該「信頼性が確保でき

ない」資産・取引については、標準的手法を適用すべ

きと考えます。 

この場合、裏付けとなる資産等の中に株式等エクス

ポージャーが含まれる場合には、当該株式等エクス

ポージャーに銀行１柱告示第 166 条第３項に規定す

る「簡易手法」を適用する必要があります。また、裏

付けとなる資産等に証券化エクスポージャーが含ま

れる場合には、「外部格付準拠方式」を当該証券化エ
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No. 該当箇所 コメントの概要 金融庁の考え方 

クスポージャーに適用する必要があります。 

なお、所要自己資本を軽減する意図をもって、標準

的手法を適用することは許容されません。 

※ 詳細は、Q&A 第 167 条-Q9 をご参照ください。 

15 銀行１柱告示 

第 76条の５第９

項 

内部格付手法では、一部の株式等エクスポージャーに

ついて、400 パーセントのリスク・ウェイトを適用する

が、標準的手法において 400 パーセントのリスク・ウ

ェイトを適用するエクスポージャーは存在しない。標

準的手法採用行に適用される第76条の５第９項におい

て、リスク・ウェイト 250 パーセント及び 400 パーセ

ントの閾値を設けているが、150 パーセント及び 250 パ

ーセントの組合せとするのが適当ではないか。

バーゼルⅢの最終化パッケージに係る最終合意にお

いて、標準的手法、内部格付手法ともに共通して株

式のリスクェイトが 250％（投機的な非上場株式は

400％）とされたことを踏まえ、蓋然性方式の閾値は、

標準的手法、内部格付手法ともに 250％、400％を設

定しているものです。 

（以 上）


